
事務事業評価表

0203 教育環境の充実

【事業類型】 【事業概要シート作成有無】 　【事務事業評価の視点】

1 職員人件費のみの事業 　妥当性（市の関与） 　＜総合評価＞

2 国の法令に基づいて実施する事務（生活保護、賦課徴収事務、年金事務、戸籍・住基台帳事務、選挙事務、広域組合の負担金などの市の裁量が及ばない事務） 　　ａ…市が実施することが妥当である 　　Ａ…計画通りに事業を進めることが適当

3 負担金のみの事業（イベント等の実行委員会への負担金を除く） 　　ｂ…見直す余地がある 　　Ｂ…事業の進め方の改善検討

4 組織や職員を管理するための内部事務管理事務（財務事務、人事管理事務、企画事務、議会事務など） 　　ｃ…市が実施する緊急性が認められない 　　Ｃ…事業規模・内容又は実施主体の見直しの検討

5 施設の維持管理費のみの事業（光熱水費や法定の保守点検委託料など。施設の修繕料） 　有効性（施策貢献度） 　　Ｄ…事業の抜本的見直し、休・廃止の検討

6 施設を維持管理するための運営業務（施設やそれに付随する車両等の運転業務委託、公園などの管理業務、清掃委託） 　　ａ…施策への貢献度が高い

7 課内事務を行う上で必要となる事務的経費のみで構成される事業（条例委員の報酬、旅費、需要費、役務費のみで構成） 　　ｂ…施策への貢献度が著しく高いとはいえない

8 団体等への負担金及び補助金が予算の大半を占めるもの・・・補助金は、補助金要綱及び補助金等のあり方に関するガイドラインにおいて精査されている。 　　ｃ…成果の向上が見込まれない

9 ハード事業で、中長期の年度計画（事業費含む）を策定し認められた事業 　効率性（コスト）

10 ハード事業1,000万円未満、ソフト事業100万未満（事業類型1～9以外） 　　ａ…コストを見直す余地がない

11 ハード事業1,000万円以上、ソフト事業100万円以上（事業類型1～9以外） 　　ｂ…検討する余地がある

事業費は当初・繰越・補正予算の合計額

担当課 Ｒ７ Ｒ８

課長 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ６ Ｒ７

担当者 開始 終了 決算 予算 見込 決算 予算

山田　公

松尾　賢一

楠本　奈津子

増田　正吾

内田　博康

田中　慎也

楠本　奈津子

山田　雄大

内田　博康

田中　慎也

楠本　奈津子

山田　雄大

三谷　優子

宮田　淳仁

三谷　優子

宮田　淳仁

施策名

事業費（千円） 人件費（千円） Ｒ６

NO 事業名 事業内容
事業期間 根拠法令

要綱等
事業
類型

妥当性 有効性 効率性 総合評価 主な指標 単位 事業の方向性 概要
シート

計画 実績 計画 計画

1 大学誘致推進事業

企画政策課 　地域の活性化、高校卒業者の市外への流出抑制、産学官
連携等による市内への企業誘致、教育力の向上などに資す
る、学生が集まる魅力的な、特色ある大学、学部等の誘致
を図る。

平成26年度 ― 10

a a a A

239,510 0 0 789 73
大学（学部）等の
誘致数

箇所 2 2 3 3 現状維持 無

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

2 奨学金事業

教育総務課

　貸与型奨学金については、高校生は月額10,000円、20,000円、
30,000円からの選択制、大学生は月額30,000円を無利子で貸与す
る。また、貸与型奨学金を返還途中で、市内在住等一定の要件を
満たした者に奨学金返還金を補助する。
　給付型奨学金については、国内の大学生には、学業、スポーツ
及び文化芸術分野を対象とし、月額25,000円を給付する。また、
海外の大学生及び大学院生には、国内と同じ分野を対象に年額
1,700,000円以内で給付する。

―

大村市奨学基金条
例・同施行規則、大
村市奨学金給付条
例・同施行規則、大
村市奨学金返還定住
支援補助金交付要綱

8

a a a A

1,362 3,971 4,639 4,767 3,452
給付型奨学金の
給付人数

人 5 1 5 5 現状維持 無

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

3 小学校校舎等整備事業

教育総務課学校施
設整備室

学校施設の長寿命化及び快適な施設環境の維持管理のため
には、日常の点検及び定期的な維持補修が必要であり、緊
急的な補修及び学校現場からの要望に対し、必要に応じて
施設の維持補修等を行う。

―

学校教育法第５条

5

a A

354,016 533,423 226,000 6,288 3,935
維持補修にかかる
契約件数

件 120 211 120 120 現状維持 無

余地なし 事業推進

4 小学校遠距離通学対策事業

教育総務課 補助対象児童の保護者に対して、年間を通して利用できる
通学乗車証を発行し、自宅から学校までの通学距離が3㎞
以上4㎞未満の保護者には75％、4㎞以上の保護者には
100％の補助を行う。

昭和43年度 ―

大村市遠距離児童生
徒通学費補助金交付
要綱、大村市立黒木
小学校転入学児童通
学費補助金交付要綱 8

a a a A

3,341 3,550 5,000 737 757
申請者数(対象と
なった児童数)

人 128 136 135 135 現状維持 無

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

5 中学校校舎等整備事業

教育総務課学校施
設整備室

学校施設の長寿命化及び快適な施設環境の維持管理のため
には、日常の点検及び定期的な維持補修が必要であり、緊
急的な補修及び学校現場からの要望に対し、必要に応じて
施設の維持補修等を行う。

―

学校教育法第５条

5

a A

171,829 255,800 17,397 8,433 4,580
維持補修にかかる
契約件数

件 50 100 50 50 現状維持 無

余地なし 事業推進

6 中学校遠距離通学対策事業

教育総務課 補助対象生徒の保護者に対して、年間を通して利用できる
通学乗車証を発行し、自宅から学校までの通学距離が5㎞
以上6㎞未満の保護者には75％、6㎞以上の保護者には
100％の補助を行う。

昭和43年度 ―

大村市遠距離児童生
徒通学費補助金交付
要綱

8

a a a A

9,906 12,907 12,598 374 757
申請者数(対象と
なった生徒数)

人 96 94 93 93 拡充 有

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

7 学校給食管理事業

教育総務課学校給
食センター 学校給食の調理・配送を、小学校給食センター（小学校15

校分）及び中学校給食センター（中学校6校分）において
実施する。

―

学校給食法

6

a A

1,004,838 1,180,100 1,211,296 18,439 19,133

喫食率
(提供された食事量
－残菜量)／提供さ
れた食事量×100

％ 99.00 98.50 98.00 98.00 現状維持 無

余地なし 事業推進

8 学校給食助成事業

教育総務課学校給
食センター

学校給食に必要な物資の共同購入により、良質で安価な物
資を調達し、学校給食を円滑に実施するために大村市学校
給食会を設置している。大村市学校給食会の人件費等に対
して補助金を交付する。

―

大村市学校給食会補
助金交付要綱、大村
市補助金等交付規則

8

a a a A

14,928 18,811 19,490 1,131 1,131
給食提供者数
(５月１日現在) 人 10,100 10,201 10,100 10,100 現状維持 無

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進
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0203 教育環境の充実

【事業類型】 【事業概要シート作成有無】 　【事務事業評価の視点】

1 職員人件費のみの事業 　妥当性（市の関与） 　＜総合評価＞

2 国の法令に基づいて実施する事務（生活保護、賦課徴収事務、年金事務、戸籍・住基台帳事務、選挙事務、広域組合の負担金などの市の裁量が及ばない事務） 　　ａ…市が実施することが妥当である 　　Ａ…計画通りに事業を進めることが適当

3 負担金のみの事業（イベント等の実行委員会への負担金を除く） 　　ｂ…見直す余地がある 　　Ｂ…事業の進め方の改善検討

4 組織や職員を管理するための内部事務管理事務（財務事務、人事管理事務、企画事務、議会事務など） 　　ｃ…市が実施する緊急性が認められない 　　Ｃ…事業規模・内容又は実施主体の見直しの検討

5 施設の維持管理費のみの事業（光熱水費や法定の保守点検委託料など。施設の修繕料） 　有効性（施策貢献度） 　　Ｄ…事業の抜本的見直し、休・廃止の検討

6 施設を維持管理するための運営業務（施設やそれに付随する車両等の運転業務委託、公園などの管理業務、清掃委託） 　　ａ…施策への貢献度が高い

7 課内事務を行う上で必要となる事務的経費のみで構成される事業（条例委員の報酬、旅費、需要費、役務費のみで構成） 　　ｂ…施策への貢献度が著しく高いとはいえない

8 団体等への負担金及び補助金が予算の大半を占めるもの・・・補助金は、補助金要綱及び補助金等のあり方に関するガイドラインにおいて精査されている。 　　ｃ…成果の向上が見込まれない

9 ハード事業で、中長期の年度計画（事業費含む）を策定し認められた事業 　効率性（コスト）

10 ハード事業1,000万円未満、ソフト事業100万未満（事業類型1～9以外） 　　ａ…コストを見直す余地がない

11 ハード事業1,000万円以上、ソフト事業100万円以上（事業類型1～9以外） 　　ｂ…検討する余地がある

事業費は当初・繰越・補正予算の合計額

担当課 Ｒ７ Ｒ８

課長 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ６ Ｒ７

担当者 開始 終了 決算 予算 見込 決算 予算
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事業費（千円） 人件費（千円） Ｒ６

NO 事業名 事業内容
事業期間 根拠法令

要綱等
事業
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妥当性 有効性 効率性 総合評価 主な指標 単位 事業の方向性 概要
シート

計画 実績 計画 計画
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梅田　幸助

高橋　利昌

梅田　幸助

高橋　利昌

梅田　幸助

高橋　利昌

内田　博康

片山　練

内田　博康

片山　練

内田　博康

本多　正明

内田　博康

本多　正明

梅田　幸助

田下　寛正

9 心の教室相談員配置事業

学校教育課 大村市不登校対策の一環として実施し、児童生徒の気軽な
相談相手として、市内の小・中学校に「心の教室相談員」
を配置する。

平成21年度 ― 11

a a a A

24,975 28,058 30,107 727 727 相談件数 件 6,000 4,399 6,000 6,000 現状維持 有

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

10 心のケア充実対策事業

学校教育課
  児童生徒・保護者・教職員の相談等にあたるため、ス
クール・ソーシャル・ワーカー（ＳＳＷ）を配置する。
　ＳＳＷは、臨床心理士及び社会福祉士がその任にあた
り、心理学的側面或いは福祉的側面からの相談や指導を行
う。

平成15年度 ― 11

a a a A

11,134 11,885 12,134 1,091 1,494 相談件数 件 8,000 10,070 8,000 8,000 現状維持 有

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

11 教育支援センター運営事業

学校教育課 　教室長、指導主事、相談員1人、補助指導員3人により支
援プログラムを立て、集団活動や学習を指導する。学校や
集団活動に適応できるよう個別に規則正しい生活を行うよ
う指導し、併せて社会性を育成する。

平成９年度 ―

大村市少年センター
運営協議会条例　　
大村市学校適応指導
教室設置要綱

11

a a a A

21,734 55,963 58,594 2,909 2,909
あおば教室通級
児童生徒数

人 25 23 25 25 現状維持 有

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

12 小学校管理事業

教育総務課学校施
設整備室 各学校の施設管理など、適正な教育環境の維持管理を行

う。
─

学校教育法第５条

4

a A

23,105 23,840 28,277 29,648 33,264 小学校数 校 15 15 15 15 現状維持 無

余地なし 事業推進

13 中学校管理事業

教育総務課学校施
設整備室 各学校の施設管理など、適正な教育環境の維持管理を行

う。
─

学校教育法第５条

4

a A

16,222 15,139 13,850 28,250 28,258 中学校数 校 6 6 6 6 現状維持 無

余地なし 事業推進

14
小学校施設長寿命化計画推進事
業

教育総務課学校施
設整備室

老朽化が進んでいる小学校の校舎及び体育館については、
安全性への不安解消や適切な教育環境の充実を図るため、
令和元年度に策定した「大村市学校施設長寿命化計画」に
基づき、改築、長寿命化改修、大規模改造を行う。

令和3年度 ― 9

a a a A

2,625,992 2,108,880 4,744,770 19,043 23,037
学校施設長寿命化
計画に基づく
整備着手校数

校 3 3 3 4 現状維持 無

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

15
中学校施設長寿命化計画推進事
業

教育総務課学校施
設整備室

老朽化が進んでいる中学校の校舎及び体育館については、
安全性への不安解消や適切な教育環境の充実を図るため、
令和元年度に策定した「大村市学校施設長寿命化計画」に
基づき、改築、長寿命化改修、大規模改造を行う。

令和3年度 ― 9

a a a A

830,829 310,644 708,148 18,270 17,335
学校施設長寿命化
計画に基づく
整備着手校数

校 4 3 4 4 現状維持 無

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進

16
ミライへつなぐ学校教育検討事
業

学校教育課
よりよい教育環境をめざし、子供たちがより効果的に資質
と能力を伸ばすことができる学校規模の適正化を図る。

令和4年度 令和10年度

学校教育法施行規則
第41条、第79条

11

a a a A

3,713 3,784 3,782 1,454 1,454
有識者会議又は
実施検討委員会の
開催回数

回 3 10 3 3 その他の見直し 有

妥当 貢献度高 余地なし 事業推進


